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交通部会のお知らせ (第２６８回 ) 

 

日  時  平成３１年１月２８日（月）午後１時半～３時半  

場  所  参議院議員会館  １階  １０２会議室  

    千代田区永田町２－１－１ 

    ◆国会議事堂前駅（丸の内線・南北線）①番出口より下車５分、

永田町駅（有楽町線・半蔵門線）①番出口より下車２分。当日、

午後１時より、議員会館玄関にて、通行証を差し上げます。そ

の時刻前に到着された方は、恐縮ですが、受付脇のロビーにて

お待ち下さい。会議開始後にお越しの方は、受付に「１０２会

議室に行きたい」旨お伝え下されば、お迎えに参ります。 

 

議  題   １、昨年の交通情勢を振り返り、本年に期待する交通事故対策  

        挨拶  松本治男  交通部会長（元近畿管区警察局長）  

     ２、平成３０年中の交通事故発生状況  

     ３、道路交通法施行規則の一部を改正する内閣府令について  

     ４、交通事故統計（１月２７日まで） 

     解説  警察庁交通企画課  落合大地課長補佐（警視）  

 

報  告    去る１２月２５日開催の第２６７回交通部会は、松本治男

部会長が議長を務め行われました。  

      まず、松本部会長より、「最近の交通情勢について想う」と

題して開会挨拶がありました。一昨年東名高速で起きたあおり

運転につき、一審では懲役１８年の判決が出た。あおり運転と

追突事故の因果関係を認め、危険運転致死傷罪の成立を認めた。

今後、控訴・上告審に判断がゆだねられるが、現行法制上は最

大限の結果であろう。高速道路上に被害者を引き出した行為が

監禁罪に当たるか否かが争点になりそうだ。また、先月の部会

で信号機のない横断歩道の一時停止をどれだけ励行しているか  
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について、全国統計でかなりの開きがあった。この調査結果を踏まえ、歩 

行者側も手を挙げるなどの意思表示の努力義務化を提案したい。国民運動と 

して、地域コミュニティから広げていきたい。 

次に、警察庁交通局交通企画課 落合大地課長補佐（警視）より、「道路交

通法改正試案」に対する意見の募集について解説がありました。２０２０

年頃までに自動運転を実用化すべく、各自動車メーカーで技術開発が進ん

でいる。そこで、自動運行装置等に関する規定の整備、自動運行装置を使

用して自動車を運転する場合の運転者の義務に関する規定の整備、作動状

態記録装置による記録等に関する規定の整備の３点について道路交通法改

正を検討しており、部会当日の１２月２５日から約１か月にわたり意見を

募集する。また、自動車等の運転中に携帯電話を使用する行為に起因する

交通事故が５年前から１．５倍に増加している。年間９０万件以上の取締

を実施しているが、携帯ゲームを使用中の運転者による悲惨な死亡事故が

発生したことを鑑み、罰則強化を行う改正、小児用電動ベビーカーを自動

車から除外する改正、運転免許の再交付を滅失などに限定しない改正を実

施予定である。  

次に、「交通事故統計（１１月末及び１２月２４日まで）」について、解

説がありました。１２月２４日までの死者数は３，４１５人で前年比１８

１人の減少だった。残り７日で１日平均１０人以下（３６００人）達成を

視野に入れている。  

 この後、委員一同にて盛んな意見交換があり、以下のような意見が出さ

れた。◎本年も事故死者数の大幅減少ができ、各方面の御努力に敬意を表

したい。◎地方では消えかけた横断歩道を塗り直す予算がなく困っている。

◎自動運転中の記録がドライブレコーダーに記録されるのはよいが、事故

時の解析に時間がかかっては困るので、速やかな提出を求めたい。◎一部

報道で自動運転中にあたかもスマートフォンの使用や睡眠ができるかのよ

うな記事があったが、これは拡大解釈が過ぎる。  

★ 資料代 会員５００円 

次回、１月２８日（月）の交通部会（参）に 
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    テロ対策への警備からの要請上、会員に限ります。 

非会員で参加希望者は、2 日前までに履歴書をご提出下さい。  

（その際の会費は二千円となります。） 
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